
第2期小田原市まち・ひと・しごと創生総合戦略に係る重点的取組事業の実績報告 資料３

No.
重点的

取組
事業名 １．令和3年度に実施した取組内容 ２．政策的効果（「１．」を実施したことで得られた効果） ３．今後予定（検討）されている関連する動き 所管課

1 ① おだわら市民学校をはじめとした各種人材育成事業

１年目の郷土愛を育む基礎課程「おだわら学講

座」、２年目に担い手の実践にふれる「専門課程」

6課程、小田原の魅力を学ぶ「教養課程」2課程で

延べ123回の講座を実施。（このほか、コロナ禍に

より延期した令和２年度講座35回を実施）

令和元年度と令和２年度卒業生の計163名中

85名（52.1％）が、卒業後に何らかの実践活動

に参加しており、その内、新たに活動を始めた人も

53名いることから、担い手づくりにつながっている。

新総合計画に基づく担い手ニーズを反映させるた

め、全庁的な調査を行い、分野構成や実施方法

なども含めた事業の見直しを進める。 生涯学習課

2 ①
課題解決の自分ごと化を図るＳＤＧｓ普及啓発事

業

・民主体の「おだわらSDGs実行委員会」を中心

に、SDGsの普及啓発活動を展開した。令和３年

度は「つながる」をテーマにブックの作成、オリジナル

グッズの作製、地域メディア連携等を展開した。

・SDGsパートナーを対象とした定期的なワークショッ

プを開催し、パートナー同士の情報交換を図ったほ

か、市内小学校の総合学習で本市の取組のＰＲ

を行うなど、普及啓発に取り組んだ。

・神奈川県の「つながりポイント事業」と連携した、ス

マートフォンのアプリケーションにより、SDGsを体感し

てもらう「小田原市SDGs体感事業」（おだちん）

を実施した。

「小田原市SDGs体感事業」では、アプリの利用者

が、「スポット」と呼ばれる店舗などが発行する、

SDGsに関連したサービスやイベントに協力し、「おだ

ちん」（小田原のポイント単位）をもらうことで、自

分の活動がSDGsにつながっているということを体感

してもらい、もらった「おだちん」を、その地域ならでは

の特別な体験等につかってもらうことで、「人と人」、

「地域と人」、「地域を良くしたい想い」といった、つな

がりの見える化が図られた。

SDGsの普及啓発については、実行委員会内に組

織した「ブランディングフォース」、「コラボレーション

フォース」、「ジェネレーションZフォース」の各部会にお

いて、テーマに沿った取組を進めていくとともに、引き

続き、地域メディア等と連携を図っていく。

未来創造・若者課

3 ①
Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0 の実証研究「風の谷プロジェク

ト」
企画政策課

4 ① ＡＩ・ＲＰＡ等先進的技術の導入

５業務にRPAを導入した。 導入５業務で、542時間／年の業務削減効果と

なった。

令和４年度は３業務にRPAを導入予定。
デジタルイノベーション課

5 ① デジタル化によるまちづくりの推進

市民サービスとして、AIチャットボットやデジタルサイ

ネージの導入、環境整備として公共施設のWi-Fi

整備を実施した。また、デジタルデバイド対策として

スマホ教室を開催した。

デジタル化により市民の利便性が向上した。また、デ

ジタルデバイド対策によりデジタルを活用できる市民

が増加した。

データ連携基盤の整備を予定しており、様々な分

野のデータを活用した、より便利なサービスの提供を

目指していく。 デジタルイノベーション課

6 ①
ものづくり技術の活用・継承、新たな担い手の確保・

育成の支援

・技術振興事業や後継者育成事業等を行う工業

団体、後継者従事者研修事業や需要開拓事業

を行う伝統的工芸品産業産地組合に対し支援を

実施した。

・産業発展功労者表彰事業を実施した。

・助成団体の後継者育成事業として講演会、考案

保護事業として工芸品の審査会、公報等の発行

を通じて、今後の事業展開へつながった。

・試作研修や実技研修などの研修会を実施したこ

とで、技術の研鑽、継承に寄与した。

・産業発展功労者（46人）を表彰することで技

能を尊重する気風を醸成した。

・関係団体を通して継続して技術の活用・継承、

担い手の育成等を支援をするため、引き続き助成

を行う。

・勤労者、技能者の社会的、経済的地位の向上、

本市産業の発展を図るため、引き続き、産業発展

功労者の顕彰を行う。

産業政策課

実績なし（プロジェクトを進める団体との調整により、本市においては事業を実施しない方向で令和2年度に確定済み）
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7 ① 郷土学習の推進

郷土研究会（郷土研究講座、郷土探究会）を

開催した。

参加者が郷土の歴史に興味関心を持ち、またその

魅力を再認識できる機会となった。

郷土研究会を継続実施していく。

生涯学習課

8 ① プロダクティブ・エイジングの推進

令和３年度から令和５年度までの３ヵ年にわたり、

国が推進する「生涯現役促進地域連携事業（地

域協働コース）」を小田原市生涯現役推進協議

会が受託し、高年齢者の雇用・就業機会の確保に

資する各種支援メニュー（生涯現役普及啓発、事

業所電話訪問、セカンドライフ応援セミナー、セカン

ドライフ応援窓口）を実施した。

高年齢者の雇用・就業機会の確保するため、満

65歳を対象に生涯現役普及啓発としてはダイレク

トメールを送付し、事業所へのシニア雇用に関する

意識啓発を図る事業所電話訪問、シニアの就労

意欲を促し就労につなげる合同仕事説明会などを

開催した結果、シニアと事業所等とのマッチングは

63件となり、働き手として社会を支えるシニアの就

労促進に寄与している。

令和３年度から令和５年度までの３ヵ年にわたり、

国が推進する「生涯現役促進地域連携事業（地

域協働コース）」を受託したことから、シニアと事業

所とをつなぐプラットフォームである「シニアバンク」を取

組の軸に、関係団体との連携を図り、協働による取

組を実施しながらシニアの就労支援に取り組んでい

く。

令和5年度で、国委託事業が終了することから、庁

内関係所管課と本事業のあり方を調整していく。

未来創造・若者課

9 ①
民間人材の活用等、おだわらイノベーションラボを核と

した公民連携の強化

令和３年10月から、民間の第一線で活躍する3

名の外部人材を「事業コーディネーター」として登用

し、「移住定住、女性活躍推進、公民連携」の３

事業について、職員とともに制度設計・施策の立案

を行った。

また、公民連携の拠点として、令和３年７月に「お

だわらイノベーションラボ」を開設するとともに、公民

連携の各種取組を推進する体制を構築した。ま

た、令和２年度より、公共施設等を対象とした民

間提案制度を実施してきたが、制度の見直しを行

い、令和３年度は、フリー型提案方式による民間

提案制度を試行的に実施し、採用と判断した提案

の具現化に向けて協議を行った。

民間事業者や大学との包括連携の推進にも積極

的に取り組み、令和３年度は新たに６件の協定

締結に至るなど公民連携を推進した。

外部人材登用については、施策検討時やフィード

バックの際に市職員の意見だけでなく、コーディネー

ターの多角的な意見によって、柔軟且つスピード感

をもった意見交換をすることができた。

また、独自のノウハウや各種資源を有する民間事

業者との連携は地域課題の解決に資するものであ

り、公民連携の各種取組は効果的なものと考えて

いる。

外部人材登用については、「現在展開している事

業での継続登用」と、「新たな事業での登用」の両

面から、継続実施を各所管課と検討していく。

また、今後も民間提案制度の運用や包括連携協

定の締結、小田原イノベーションラボの運営、外部

人材の活用など、様々な取組を展開し、おだわらイ

ノベーションラボを公民連携の拠点とし、新たな発想

を今後のまちづくりに生かせるように市が一丸となり

更なる公民連携を推進していく。

職員課

未来創造・若者

課

10 ② 伝統的な地場産業の支援と育成 NO.6に同じ NO.6に同じ NO.6に同じ 産業政策課

11 ② 高技術・高品質のものづくりのＰＲ促進

・販路開拓事業として、秋と春の年2回開催された

東京インターナショナルギフトショーへの出展者に対

して参加費の一部を支援した。

・170,246人の入場者数のあった東京インターナ

ショナルギフトショー（秋）に1事業者が出展し、

200件の引合（商談）件数があった。

・144,923人の入場者数のあった東京インターナ

ショナルギフトショー（春）に2事業者が出展し、

109件の引合（商談）件数があった。

・地域産業振興事業に対する補助や展示会・見

本市への出展助成を継続し、首都圏を中心に地

場産品のＰＲ活動を団体等と連携しながら実施す

る。

・展示会や見本市への出展助成を望む声があるた

め、助成制度を創設する。

産業政策課
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12 ② 「木づかい」のまちづくり

・地域産木材の利活用推進を図るため、「学校木

の空間づくり事業」において、新玉小学校の内装木

質化を行い、積極的に小田原産木材を利用した。

また、「森のおくりもの事業」や「きまつり」「私の木づ

かい事業」といった木育の取組も実施し、森林の働

きや、木を使うことの大切さを伝える活動など、幼児

期から木に親しむ機会を創出する普及啓発活動を

実施した。

・令和元年度から普及啓発活動を行う人材を育成

するため「森のせんせい養成派遣事業」を実施し、

令和3年度には、育成した人材を、森林環境教育

や木のイベントに延べ67名派遣した。

・「学校木の空間づくり事業」においては小田原産

木材の活用に寄与するとともに、明るく温かみがある

学校空間を創出することができた。また、地域コミュ

ニティ活動の場所を同時に整備することで、地域と

の連携の強化にも繋がった。

・木育の取組については、新生児への誕生祝いとし

て木製のおもちゃを贈呈することから始まり、小学生

を対象に伐採見学や箸づくりといった実体験を取り

入れた森林環境学習を実施するなど、年齢に応じ

た木育の機会を設けることで幅広く普及啓発活動

を実施することができた。

・学校木質化事業を軸として公共建築物のみなら

ず、民間の住宅を含む建築物において小田原産木

材の利活用を拡げていく。木材使用量についても、

木質化メニューを工夫するなどして拡大を図る。

・木育の取組については、現在実施している取組を

継続して実施し、内容の拡充・発展を図ることで、

子どもから大人まで人生の様々な段階に応じた森

林環境教育・木育事業とする。また、普及啓発を

行う人材を養成することで市職員のみならず、市民

が自主的に普及啓発活動を行う仕組み作りを行

う。

農政課

＜農産物＞

「下中たまねぎ」については、JAかながわ西湘小田

原オーナー園部会と連携し、令和3年6月に、姉妹

都市・八王子市の市役所食堂で、刻みたまねぎが

特徴の八王子ラーメンに「下中たまねぎ」を使用し、

期間限定で提供した。

「いちご」については、県農業技術センターが開発し

た県オリジナル品種「かなこまち」のブランド化に向

け、令和3年12月の初出荷の際には、青果市場に

て小田原いちばやさいブランド仲間入りのお披露目

式を行ったほか、令和4年2月には、「朝ドレファ～ミ

成田店」で試食・即売会を開催した。

＜農産物＞

姉妹都市・八王子市との連携を図ることで、「下中

たまねぎ」やたまねぎオーナー制度を広くPRできたほ

か、姉妹都市間交流の活性化にも寄与できた。

また、県やJAかながわ西湘と連携し、初出荷時から

「かなこまち」を積極的にPRを行うことで、「かなこま

ち」のブランド化に寄与できた。

＜農産物＞

引き続き、湘南ゴールドや梅、レモン、キウイフルー

ツ、たまねぎ等の本市農産物のさらなるブランド化を

目指した取組を支援する。

農政課

＜水産物＞

・市内小中学校等の25校でかます棒を活用した学

校給食を提供するほか、市内小学校3校に、水産

業や魚食に関する出前講座を実施した。

・動画作成を7本、短編動画を10本作成し、

Youtubeチャンネル「おだわらおさかなチャンネル」で

配信するほか、Instagramを開設した。

・民間団体に地魚を使った商品開発を依頼し、「港

の飯どろぼう地魚なめろう」「港のおしゃれ番長地魚

カルパッチョ」「港のからあげクン」が開発され、「小田

原城前魚」ブランドとして登録した。

・「カマス骨抜き体験」（かます棒を作る体験）を7

回開催した。

＜水産物＞

・学校給食では11,528本を、漁港の駅TOTOCO

小田原では年間4,492本のかます棒が利用され

た。

・動画版の料理教室を配信したことにより、新しい

生活様式に対応した水産物消費拡大における手

法の新たな可能性を見出すことができた。

・新商品として開発された3商品については、各500

食分を令和3年度中に完売することができた。

・「カマス骨抜き体験」については、計318組に参加

していただいた。

・Instagramについては、毎日1投稿を達成すると

ともに、フォロワー数が1,216人（R4.5.1現在）に

なった。

＜水産物＞

・令和3年度に引き続き、民間団体と協力し、「簡

単・手軽・食べやすさ」をコンセプトとした新商品を開

発し、ブランド化の推進・消費拡大に努める。

・「美食のまち」としてのイメージ確立に向けた各種

活動を実施する。

水産海浜課

農産物・水産物のブランド化13 ②
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14 ② 新たな担い手確保と耕作放棄地の解消

市内２地区で民間団体に委託し、事業を実施し

た。

①川西地域では、市内外の援農希望者を対象

に、援農者養成講座（全13回、延べ71人参

加）を開催し、担い手の育成を行った。また、援農

者養成講座を受講した担い手がグループとなった

「Re農地隊」が市内全域に活動範囲を広げ、農業

者からの依頼により援農を実施した。（耕作放棄

地の解消や農地整備／全11回、総解消面積約7

反）

②川東地域では、援農者育成のため、 「梅・みか

ん・キウイ」を中心に、農作業に関する知識・技術を

伝える講座を（全８回、延べ73人参加）を実施

した。

講座を受講した参加者が農業者に対する作業支

援（援農）を行うとともに、耕作されなくなって間も

ない農地の整備を行うなど一定の効果を得ることが

できた。

引き続き、援農者養成講座を実施するとともに、援

農者グループの増員や作業支援を必要とする農業

者と援農者のマッチングをする仕組みの構築、また

援農者グループの自走化を目指す。

農政課

15 ② 回遊促進施設となる観光交流センターの整備・運用

指定管理者制度を導入し、令和3年7月22日の

オープンから観光案内、貸館業務、クラフト体験、

地元特産品の展示、カフェの営業に加え、自主イベ

ントを開催するなどセンターから市内へ回遊する取

組を実施した。

令和3年度の来場者数は12万6千人に上り、隣

接する小田原三の丸ホールや城址公園を訪れた観

光客が集い、市内回遊の起点として認知され始め

ている。

観光交流拠点としてさらなる定着と利用者の増加

のため、指定管理者に自主事業の推進を促す。ま

た、市内外に積極的に周知・ＰＲを行う。 観光課

16 ②

交流促進施設「漁港の駅ＴＯＴＯＣＯ小田原」に

おける水産物を中心とした地場産品や地域特産品

等の消費拡大

・国土交通省所管 都市構造再編集中支援事業

を財源に眺望案内製作設置業務及び監視カメラ

映像共有システム構築業務を行った。

・眺望案内製作設置業務は、従来の看板型では

なく、デジタルコンテンツを取り入れるなど、新たな視

点を取り入れた。

・また、監視カメラ映像共有システムを構築したこと

で、本港及び新港並びに西側エリアの状況を執務

室で把握でき、漁港管理者である県西部漁港事

務所をはじめとした関係機関との調整を迅速に行う

ことが可能となった。

・小田原漁港交流促進施設整備事業を推進する

に当たり、平成29年度から社会資本整備総合交

付金を活用してきたが、漁港の駅TOTOCO小田

原の開業及び小田原漁港周辺地域の回遊性向

上等に一定の整理がついた。

・令和元年11月の開業以来約110万人（令和4

年3月末現在）のレジ通過者を記録するなど、コロ

ナ禍の影響はあるものの、施設の管理運営実績は

順調に推移している。

・TOTOCO開業から約2年が経過し、メディアへの

露出の増加とともに、太平洋自転車道サイクルス

テーションへの認定や、隣接する新港へのガンダムマ

ンホールの設置など、他所管との連携が進み、漁港

全体の賑わいを創出している。

・また、湘南ベルマーレフットサルクラブのキックオフイ

ベントの開催など、様々なニーズに合わせ、施設を

利用いただいている。

・令和3年度は、開業当初の目標である年間入込

客数50万人、総売上金額7億5,000万円を達成

したが、令和4年度以降も新型コロナウイルス感染

症対策を講じながらの指定管理業務を継続的に

監視し、安定した行政サービスの確保、施設の効

率的、効果的な運営に繋げていく。

・また、現指定管理者の指定管理期間が、令和７

年３月31日で終了することから、次期指定管理者

の選定に当たっての考え方を整理していく。
水産海浜課

4



第2期小田原市まち・ひと・しごと創生総合戦略に係る重点的取組事業の実績報告 資料３

No.
重点的

取組
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17 ② 都市圏との連携による木材利用普及の取組

令和元年度から参画している川崎市の木材利用

促進フォーラム内において、加盟自治体との情報交

換を図るとともに、川崎駅前の民間商業施設にて、

木に親しむイベントを実施した。また、川崎市と協働

し、川崎市の民間商業施設や都市公園などで都

市住民を対象とした普及啓発イベントを実施した。

森林が少ない都市住民に対し、身近に森林を感じ

てもらうことで、木を使う意義や良さを体感できる機

会を与えることができたとともに、都市部との連携を

深めることができた。

木材利用促進フォーラムにおいて、より一層、加盟

自治体等との連携を深めるとともに、都市住民が木

を使う意義や良さを体験できるワークショップを通し

て小田原の森林や木材をPRしていく。 農政課

18 ③
放課後子ども教室や子ども食堂等の拡充による子ど

もの居場所づくり

新型コロナウイルス感染症等により、子ども食堂等

の居場所の新設をすることは出来なかった。

しかしながら、子ども食堂については、子どもがつどい

食事を一緒に取る事は出来ない代わりに配食のみ

を行った場合についても、負担金の交付を行い、昨

年度に引き続き活動継続の下支えを行った。

新型コロナウイルス感染症拡大時期にも、子ども食

堂の活動を中止することなく継続させることができ

た。

放課後子ども教室や子ども食堂等の拡充による子

どもの居場所づくり等ついては、新型コロナウイルス

感染症の動向を注視しするとともに、支援の方法を

検討していく。

また、子ども食堂等の拡充については、地区のニー

ズを踏まえ、小学校区に１箇所を目途に子どもの

居場所の確保する働きかけを続け、今後も子どもの

居場所づくり活動の支援を継続していく。

青少年課

19 ③

おだわら子ども若者教育支援センターの整備による、

子どもの発達支援を軸とした乳幼児期・学齢期・青壮

年期に対する切れ目のない相談・支援機能等の充実

令和2年4月1日に「おだわら子ども若者教育支援

センターはーもにぃ」を開設。令和3年度は引き続き

子ども若者に関する相談及び教育相談を実施、施

設内に障害児通園施設「つくしんぼ教室」分園

（児童発達支援事業）、教育相談指導学級「し

ろやま教室」、「中学校通級指導教室」を設置して

いる、また、令和3年7月に子育て世代包括支援セ

ンター分室を開設し、妊娠期から乳幼児期、学齢

期、青壮年期に対する切れ目ない相談支援を実

施した。

妊娠期から乳幼児期、学齢期、青壮年期に対す

る切れ目ない相談支援が実施される体制が整備さ

れ、連携が進んだことや、相談する環境が整ったこと

などにより相談件数が増加した。

「おだわら子ども若者教育支援センターはーもにぃ」

に母子保健事業を移管することで、子ども家庭総

合支援拠点と子育て世代包括支援センターの機

能を一体的に有する施設とすることに向けた調整を

行う。

また、相談職員の増員等を行うことにより、切れ目

のない相談・支援体制の充実を図る。

子ども青少年支援課

20 ③ 認定こども園の整備による保育の質と量の向上

令和2年3月に策定した「第2期小田原市子ども・

子育て支援事業計画」では、量的ニーズへの対応

と施設の統廃合を踏まえ、公立施設の統廃合や認

定こども園の整備を位置付けた。

これに基づき、令和3年度は、川東南部の橘地域

における公立認定こども園についての市方針案を示

し、子育て世帯へのヒアリングやアンケート調査を行

うとともに、自治会関係者等への説明や住民説明

会を実施した。

橘地域には、公立幼稚園（2園）が整備されてい

るが、園児数の減少により適切な集団規模での教

育活動ができにくくなっていることや、この地域に保育

所がないこと、市外施設を利用している割合が高い

こと、民間施設の整備が見込めないことなどから、幼

稚園機能と保育所機能を兼ね備えた公立認定こど

も園を整備することとした。併せて、認定こども園の

ためのカリキュラムを新たに整備すること等により、質

の高い教育・保育を提供することができる。

また、公立幼稚園２園を統廃合し、認定こども園

１園を整備することから、公立幼保施設の再編・整

備を推進し、効率的な施設運営が行える。

橘地域の認定こども園整備について、地域住民か

ら一定の理解を得たことから、令和4年度は、基本

計画の策定や測量等の基礎調査を行い、今後の

設計・建設工事に向けた課題の整理を行う。

保育課

教育総務課

5
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21 ③ 移住サポーターを軸に据えた官民一体の移住促進

移住サポーターと連携した移住セミナー・移住相談・

現地案内等の実施、スカウト型マッチングサービス・

ふるさと回帰支援センター・情報誌における情報発

信などに取り組んだ。

移住検討者に対する効果的な情報や体感の訴求

（特に移住サポーターによる訴求力が高い）によ

り、移住相談をはじめとした小田原移住に向けた動

きが増加した。

移住セミナーや移住相談、お試し移住、現地案内

など、移住サポーターと連携したサポートの拡充、PR

広告宣伝の展開などを行う。 企画政策課

22 ③ 若者活躍推進事業

これまで以上に、若者・女性の視点やアイデアが生

かされ、新たなまちづくりに繋がるよう、その強みや活

力を発揮・活躍できる場を提供し、庁内、庁外を問

わず、連携した取組を推進した。

・市長との対話

・高校との連携

・若者が地域課題について考える取組

市長との対話は、若者の視点をまちづくりに生かす

きっかけとなったほか、高校や市内企業と連携し、若

者視点で地域課題について考える場を設けることが

できた。

また、同時に、高校生をはじめとした若者達が求め

る「大人との繋がりへのニーズ」に対応することが出来

た。

引き続き、民間企業の若手社員と市若手職員が、

双方のリソースを活用し、地域課題の解決に向けた

検討を行う。若者が更に活躍することができる場の

設定について検討し、新たなまちづくりに繋げていく。 未来創造・若者課

23 ③ 女性活躍推進事業

女性活躍推進優良企業（小田原Ｌエール）とし

て新規に20社を認定（累計53社）するとともに、

パネル展の開催やリーフレットの作成・配布により小

田原Ｌエール認定企業の取組を紹介した。

また、働く女性、企業のトップや管理職を対象とした

セミナー・講演会等の開催や女性のためのキャリア

相談を開設、実施した。

さらに、小田原公共職業安定所と小田原Ｌエール

及び女性のためのキャリア相談について連携を図っ

た。

これまで以上に、若者・女性の視点やアイデアが生

かされ、新たなまちづくりに繋がるよう、その強みや活

力を発揮・活躍できる場を提供し、庁内、庁外を問

わず、連携した取組を推進した。

小田原Ｌエール認定企業の取組事例の紹介等

は、企業イメージやそこで働く人の意欲の向上につ

ながったと考えられ、翌年度の認定申請についての

問合せも随時あることから、制度の認知度が上がっ

ていると考えられる。また、講座や交流会終了後の

アンケート結果等から、働くことに関して抱いていた

疑問や悩みを企業間の枠を超え、共有、情報交換

することができ、新たな意欲につながったとの感想が

得られた。

小田原Ｌエールを活用した女性活躍推進を市内

全体に拡大する。また、認定企業や申請準備段階

の企業等の意見を収集し、制度の改善点や課題

等について検討する。

庁内各課と引き続き連携するとともに、市長との対

話の場の設定など、女性が更に活躍することができ

る場の設定について検討し、新たなまちづくりに繋げ

ていく。

人権・男女共同参

画課

未来創造・若者課

24 ④ 地域循環共生圏づくり事業の推進

「おだわら環境志民ネットワーク」の自立に向けた体

制づくりとして、HPやSNS運営による活動情報の発

信・共有をはじめ、会員間の横連携の強化や市民

に対する環境課題及び保全活動の周知、活動機

会の情報提供等に対応し得る人材を登用し事務

局機能を強化した。また、環境保全事業の実施を

契機とし、多様な主体の連携による企画が提案さ

れた。森林イベント「きまつり」への出展や「おだわら

市民学校」への協力を通じ、「おだわら環境志民

ネットワーク」会員の取組や環境課題などを市民及

び来訪者等へ普及啓発した。

様々な機会で「おだわら環境志民ネットワーク」の取

組を普及啓発したことで、会員数が増加した。

団体や市民の環境保全活動の更なる活性化によ

り、既存の取組の強化や拡大に加え、環境課題と

経済的課題の同時解決に向けた新たな取組が始

まった。

・「おだわら環境志民ネットワーク」会員数の増加

　令和２年度末 50会員　→　令和３年度末 64

会員

公民連携による環境課題への対応とおだわら環境

志民ネットワークの機能強化や自立化の支援を行

う。

また、広く小田原の豊かな自然環境の魅力を伝

え、小田原の森里川海に触れる体験をする都市住

民を増やしていく。
環境政策課

6
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25 ④ 地域の環境再生･保全活動の推進

環境団体等の連携や相互のネットワーク強化に取

り組む「おだわら環境志民ネットワーク」による環境

活動団体への支援事業や市民による自然環境保

全に係るモニタリング調査を実施した。

環境保全団体への支援や市民による自然環境保

全に係るモニタリング調査の実施により、環境団体

等による環境保全活動が活発に行われた。

・環境保全事業数　令和3年度　計7件

No.24  域循環共生圏づくり事業と連携して実施

していく。

環境政策課

26 ④
おだわら森林ビジョンを踏まえた森林・里地里山の再

生と整備

水源涵養や土砂流出防止など、森林の有する公

益的機能を発揮させるため、神奈川県水源環境

保全・再生市町村補助金を活用しながら、年間約

30ヘクタールの森林を整備した。※市が主体的に

森林整備を進める「地域水源林エリア」内における

数値

手入れの行き届いていない森林において、森林所

有者に代わって間伐や枝打ち等を進め、森林を健

全な状態へと誘導することにより、森林の有する公

益的機能の維持増進が図られた。

県補助を活用しながら事業を進めている地域にお

いては、県や森林組合、森林所有者等と連携を図

りながら継続した取組を進めていく。一方、補助対

象とならない地域においては、森林の現況などを見

ながら、必要に応じて、森林経営管理制度を活用

した取組を進めるなど、対応方針を検討していく必

要がある。

農政課

27 ④ 再生可能エネルギーの導入促進

再生可能エネルギー事業奨励金及び市民参加型

再生可能エネルギー事業奨励金を交付した。

太陽光発電設備を標準仕様としたネット・ゼロ・エネ

ルギー・ハウス（ZEH）の導入を支援した。

「地域マイクログリッドを活用した地域エネルギーマネ

ジメント事業」において、設備導入を完了した。

奨励金の交付や設備の導入支援により、市内の再

生可能エネルギー導入量が増加した。

また、地域マイクログリッド事業により、地域で創られ

たエネルギーを地域で無駄なく使う地域エネルギー

マネジメントシステムの構築を進めるとともに、災害

時のレジリエンスの向上を図ることができた。

地域マイクログリッドの運用を始めとした、地域分散

型再生可能エネルギーの導入拡大に向けた取組を

公民連携により促進していく。
ゼロカーボン推進課

28 ④

ＥＶ特化型のカーシェアリングやＥＶを活用した地域

エネルギーマネジメント事業等による脱炭素型地域交

通モデルの推進

EVを動く蓄電池として捉え、地域においてエネル

ギーを無駄なく利用する地域エネルギーマネジメント

事業を民間事業者との連携により実施し、市庁舎

もステーションの一つとして2台設置し、平日の8時か

ら18時まで公用車として活用している。

また、12月に事業に関わりや関心のある事業者等

による連絡会議を開催し、取組の進捗状況の共

有、EVシフトを見据えた新たな事業展開についての

情報交換を行った。

交通手段の脱炭素化だけでなく、動く蓄電池として

いこいの森でのワーケーションやイベント等での電源

利用など経済、観光分野にも貢献している。

脱炭素型の地域交通モデルの構築をめざし、防

災、観光などさまざまな地域経済、社会課題の解

決へと連携の幅を広げていく。

ゼロカーボン推進課

29 ④
サーキュラーエコノミーを意識した資源化の強化とごみ

減量化の推進

燃せるごみ排出量の削減のため、市の事業から排

出される剪定枝の資源化を開始するとともに、家庭

から出る剪定枝の資源化について研究を行った。

市の事業から排出された剪定枝約32ｔを資源化

した。

令和4年度は家庭から出る剪定枝の資源化につい

てモデル地域で実証事業を行い、実施に向けた検

討を行う。

環境政策課

環境事業セン

ター
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